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 食料・農業・農村基本法は、①食料安定供給の確保、②農業の有する多面的機能の発揮、③

農業の持続的な発展と、④その基盤としての農村の振興、を理念として掲げている。 

 これらのうち、食料の安定供給と多面的機能は、国民が享受すべき重要な利益であり、その実現

を図るため、農業の発展と農村の振興を一体的に進めることが、政策推進の大前提であると考える。 

 食料・農業・農村を取り巻く国内外の環境が一層厳しさを増す中にあって、現行基本法が掲げる

重要な理念を補強し、国民の生命と生活を守り、国土の保全を担う我が国の農業・農村の発展・振

興をさらに推進するため、多岐にわたる基本法の見直しに際し、特に下記の点に留意いただくよう

意見申し上げる。 

記 

 

１．食料安全保障概念を明確にするとともに国内農業への関心を高めること 

  食料安全保障の概念・定義を明確にし、緊急時のみでなく、平時の食料安全保障を図るとと  

  もに、国内生産の重要性等、国民の国内農業に対する関心を高め、コンセンサスの形成を図る  

  こと。その際、農業インフラの整備、農業や食を介した生産者・食品関連事業者と消費者・住民 

  との交流や、食育等に関する各地域間、各主体間のこれまでの取組を再評価し、その拡充を    

  併せて検討すること。 

 

２．農業政策と農村政策を一体的に検討すること 

  農村は農業の基盤であることはもとより、人が暮らし、土地を含めた自然資本を管理することに 

  よって、経済活動のみならず、防災等国土の保全や生態系の維持等、多大な貢献をしている。 

  また、歴史や伝統、文化、美しい景観を育んできた人々の心のよりどころでもある。 

   農村政策を、条件不利性を補う後見的な視点で捉えるのではなく、地域社会のあるべき姿を 

  追求する前向きの姿勢で捉えることが、基本法が求める農村政策の取るべきスタンスである。 

   農村政策（地域政策）は農業政策全般に関わるものである。   

   基本法の見直しにあたっては、これらを切り離すことなく、「両輪」としてつなぎ、好循環を生み 

  出す「車軸」づくりを目指すよう一体的に検討すること。 

 

３．新たな農村政策の施策体系を基本法に位置付けること 

  現行の食料・農業・農村基本計画（Ｒ２年３月）は、農村の振興について、①雇用と所得機会 

の確保、②人が住み続けるための条件整備、③農村 RMO や関係人口、半農半 X 等新たな動 

きや活力の創出と、これらを継続的に進めるための関係府省の連携を新たに掲げている。これら 

の新たな施策体系を規範化することは、農業・農村政策の持続性と発展性を高める上でも重要

である。 



  このため、新たな農村政策の施策体系を基本法に明確に位置付けること。 

 

４．多様な担い手の確保の必要性を基本法に位置付けること 

  農業就業人口は減少が続いているが、農業生産を継続し、食料を安定的に供給するために

は、担い手の確保が欠かせない。この点に関し田園回帰、関係人口による地域活動の高まりは、

農村振興のみならず農業発展の好機でもある。新規就農者の大半は、非農家出身であり、他産

業にはない農業の魅力に着目している人々の存在は重要である。「半農半 X」や「農村マルチワ

ーカー」等は、既成概念に捕らわれない多様な視点で農業を捉える者であり、その発展に貢献

する存在にもなり得る。 

   また、現行の基本計画では、「中小・家族経営など多様な経営体の生産基盤の強化を通じた

農業経営の底上げ」がポイントとして掲げられており、これらの生産意欲を高め、またその参入の

間口を広げることは、食料安全保障の観点からも重要である。 

   農業人口の減少局面のみに着目することなく、農業が職業として選ばれる魅力的な産業であ

るためにも、多様な担い手の確保の必要性について基本法に位置付けること。 

 

５．鳥獣被害対策を基本法に位置付けること 

  野生鳥獣による農作物や森林被害は極めて深刻な状況にある。このため、被害防止に向け

た総合的な対策を継続的かつ効果的に実施しうるよう、鳥獣被害対策を基本法に位置付けるこ

と。 

 

６．農村環境や景観の維持保全を基本法に位置付けること 

  世界の農業政策は、持続可能な食料システムの構築を目指した取組を既に始めている。なか

でも農村環境や景観の改善のコストは、農産物の価格転嫁が困難であり、公的部門が担うべき

課題である。    

   一方、我が国の環境支払い予算は先進国の中で際立った低水準にとどまっている。 

 このため、農村環境や景観の維持保全を基本法に位置づけ、多様な環境支払制度の確立を

目指すこと。 

 

７．「農村価値創生交付金（仮称）」の創設を検討すること 

  モンスーンアジアに位置し、多様な農業生態系を有する我が国にあって、地域の特性にあっ

た農業・農村政策を展開することは、効率的かつ安定的な農業経営にも資するものと考える。基

本法も自治体農政について「自然的経済的社会的諸条件に応じた」施策の策定・実施の責務

を規定している（第 8 条）。さらに、あらゆる政策を実施する、総合行政主体である自治体の強み

を活かす必要がある。 

   このため、農業・農村政策を創造的かつ、きめ細かく安定的に実施し得るよう、施策設計など、

自治体の裁量を大幅に拡大した「農村価値創生交付金（仮称）」の創設を検討すること。 

 

以 上 



【補足説明】 

 

「農村価値創生交付金（仮称）」について 

 

全国町村会 

 

 2014年 9月全国町村会が公表した「農業・農村政策のあり方についての提言～都市・農

村共生社会の創造」の中で提唱したもので、政府予算要望や全国町村長大会要望にも含ま

れている。 

 その考え方は以下の通り。 

 

 

１．交付金は、自治体が主体性を発揮すべき政策分野について、現行の国庫補助のしくみ  

 からの移行を提唱するものであり、新たな財源措置を求めるものではない。また、農林  

 水産関係予算総額の減少を予定しているものでもない。 

 

２．交付金は、国が政策目的の大枠と総額を決定した上で客観性に配慮した適切な指標に 

 基づき自治体に配分し、自治体は配分額及び政策目的の範囲内で具体的な政策を企画・ 

 実施する。 

  現行の個別の補助制度よりも大幅に自治体の裁量を拡げることになる。 

 

３．詳細な制度設計は、政策効果の検証の視点や透明性を確保するしくみを取り入れなが  

 ら、国と自治体との協議の場の中で行われるべきである。  

 

 

 

 


